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１ 計画策定の趣旨 
 

本市は、平成２９年３月に、「亀山市総合計画条例」（以下「総合計画条例」という。）に基づき、

平成２９年度から９年間を計画期間とする『第２次亀山市総合計画—グリーンプラン２０２５—』を

策定し、持続的に成長する都市を目指し、将来都市像『歴史・ひと・自然が心地よい 緑の健都かめ

やま』の実現に向けたまちづくりを積極的に推進してきました。 

この間、人口減少・少子高齢化社会の進行をはじめ、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行

の影響やその後の国際情勢の変化等によるエネルギー価格や物価の高騰など、不確実性の時代を背

景に、スマート社会の到来に伴うデジタル技術の急速な普及、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の

広がり、働き方改革の進展など、社会経済情勢の動向とともに人々の価値観も変化してきました。 

こうした中、本市は、市制施行から２０年が経過し、今後も都市の持続的な成長と市民のＱＯＬ

（暮らしの質）の向上に向け、健全な行財政運営のもと、総合的かつ計画的なまちづくりを展開し

ていかなければなりません。そのため、令和７年度末をもって、市の最上位計画である第２次総合

計画の計画期間が終了することから、今後も、将来を見据えながらまちの成長力や住み良さを一層

高めていくため、第３次総合計画（以下「本計画」という。）を策定するものです。 

 

 

２ 計画の構成と期間 
 
（１）計画の構成 
 

本計画は、総合計画条例第２条の規定に基づき、「基本構想」・「基本計画」・「実施計画」の３層

構造で構成します。 
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（２）計画の期間 
 

総合計画条例において、総合計画は、「市の将来の長期的な展望のもとに市政のあらゆる分野を

対象とした総合的かつ計画的なまちづくりの指針」と規定されていることから、基本構想は、概

ね１０年後を見据えつつ、計画期間を令和８年度から令和１５年度までの８年間とします。 

また、基本計画及び実施計画は、計画期間を４年間とし、令和８年度から令和１１年度までを

前期基本計画、令和１２年度から令和１５年度までを後期基本計画の期間とします。 

なお、市政に関する情勢に大きな変化があった場合には、必要に応じ計画の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

３ 計画の管理 
 

本計画は、策定（ＰＬＡＮ）－進行管理（ＤＯ）―評価（ＣＨＥＣＫ）－見直し（ＡＣＴＩＯＮ）

の実施によるＰＤＣＡサイクルに基づき、その進捗状況や達成度の可視化を図ります。 

また、評価（ＣＨＥＣＫ）の過程においては、行政評価システムの運用により、毎年度、施策評

価・事務事業評価を実施し、その結果を公表するとともに、評価結果を踏まえ、必要に応じて取り

組み内容等を見直し、計画の効果的な推進を図ります。 
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４ 社会経済情勢の変化 
 

本計画の策定に当たり、留意すべき社会経済情勢の変化を次のとおり整理します。 
 
（１）人口減少・少子高齢化の進行 

我が国の総人口は、令和６年１０月１日現在で１億２,３８０万２千人（総務省推計人口）とな

り、２００８（平成２０）年の１億２,８０８万４千人をピークに、１４年連続で減少し、この間

４００万人以上減少しています。 

また、６５歳以上の老年人口は一貫して増加し、直近では総人口の約３割を占める一方、１５

歳未満の年少人口比率は、約１割まで低下しました。こうした本格的な人口減少の進行により、

令和２年国勢調査結果を基準人口とする国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計（以下「社

人研人口推計」という。）によれば、２０７０年には、総人口が約８,７００万人まで減少すると

見込まれています。また、人口減少は、労働力不足や経済活動の低下、社会保障費の増加等を引

き起こし、それらが現役世代の個人消費や新たな世帯形成の障壁となり、出生数が減少するとい

う人口減少の連鎖や、地域活力の低下につながることが懸念されています。 

さらには、人口減少や人口構造の変化に加え、世帯形態も変化しており、核家族化が一層進む

とともに、単身世帯や高齢者単身世帯、ひとり親世帯の割合が高まることが見込まれるため、社

会的に孤立する世帯の増加が懸念されていることから、誰もが安全・安心に生活できるよう、今

後もセーフティネットの確保が求められています。 

 

（２）価値観の多様化、ウェルビーイング志向の高まりとプラネタリーヘルスの波及 

時代の変化に伴い、個人の価値観や生活様式が多様化し、経済的な豊かさに加え、癒しや安ら

ぎ、健康といった心の豊かさが求められています。また、集団行動や画一性を重視する価値観か

ら、個々の自由な考えや個性が尊重される社会への転換が進んでいます。また、インターネット

等の普及により、社会経済活動の範囲はさらに拡大し、テレワークの浸透等によって、働き方や

家族の在り方、世代間や就業形態、身の周りの環境等に応じた価値観の多様化が進んでいます。 

一方、国では、地方で暮らす人々の「心ゆたかな暮らし」（Well-Being）や「持続可能な環境・

社会・経済の実現」（Sustainability）を目指し、地域幸福度指標を利用した各種取り組みの円滑

な連携を推進しています。また、少子化や超高齢化が一層進行する中、「こどもまんなか社会」の

実現に向け、子ども一人ひとりのウェルビーイングの向上を目指し、子どもの権利保障や支援体

制の強化に向けた取り組みを進めるとともに、「生涯現役社会」の実現を通じて、それぞれの立場

を認め合い、誰もがウェルビーイングを実感しながら暮らせる社会の構築も大きな目標としてい

ます。 

さらに、気候変動や生物多様性の損失等が深刻化する中、地球環境の健全性と人の健康は一体

不可分であるという「プラネタリーヘルス」の概念が、新たな視点として国際的に注目を集めて

おり、ＳＤＧｓやネイチャーポジティブへの移行も踏まえながら、分野横断的な研究・社会実装

が求められています。 

 

（３）経済活動のグローバル化と経済情勢の変化 

国を越えた人・モノ・情報の流通が加速し、国際競争が激化するとともに、対日・対外投資を

はじめ、インバウンド消費の拡大や国産品の海外販路開拓、外国人労働力の確保など、経済活動

のグローバル化が進展し、その影響は地域経済にも及んでいます。 

そのような中、我が国経済は、感染症ショックによる低迷後、緩やかな景気回復が続く中で、

２０２４年には名目ＧＤＰが初めて６００兆円を超え、賃上げ率も上昇するなど、明るい動きも

みられます。一方で、食料品等の物価高騰が続き、個人消費の回復は賃金・所得の伸びに比べて

力強さを欠いています。また、米国の追加関税措置による経済の下押しリスクへの懸念など、外

部環境の影響を受けやすい中で、地域経済の安定と活力の向上が求められています。 
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（４）安全・安心に対する意識の高まり 

南海トラフ地震が今後３０年以内に発生する確率値は、政府の地震調査委員会において６０～

９０％程度以上とされ、切迫性の高い状況が続いているとともに、令和６年８月には初めて「南

海トラフ地震臨時情報」が発表されるなど、発生リスクが高まっています。また、大型台風や線

状降水帯の発生など、自然災害への備えに対する意識も高まっており、都市インフラの長寿命化・

更新に加え、防災情報の伝達や自主防災組織の強化など、ハード・ソフト両面からの取り組みが

求められています。 

また、従来からの災害リスクに加え、コロナ禍の経験を通じて新たな感染症への危機管理意識

が高まっています。加えて、国際的な問題に関連する物価上昇、デジタル技術の発展によって脅

威を増すサイバー攻撃、高齢者等を狙った特殊詐欺やインターネット犯罪など、日常生活におけ

る複雑化・高度化した新たなリスクへの対応が求められています。 

 

（５）地球環境・エネルギー問題の深刻化 

深刻化する気候変動による気温の上昇と都市部でのヒートアイランド現象により、熱中症の増

加など、健康面への影響をはじめ、渇水や洪水リスクの増加、食料生産の不安定化、生態系の喪

失、冷房需要の増大によるエネルギー消費の増加など、様々なダメージが危惧されており、気候

変動への適応が急務となっています。 

また、我が国では、地球温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」を踏まえ、２０５０年までに

カーボンニュートラルを目指すことを宣言し、２０３０年度には温室効果ガスを２０１３年度比

で４６％の削減を表明しています。このため、脱炭素社会の実現に向けた取り組みが求められて

います。 

一方、ロシアによるウクライナ侵略等により、国際的なエネルギー・資源・食料価格の上昇、

供給の途絶や混乱への懸念が高まり、世界的な安定に影響を及ぼすリスクが増大していることか

ら、エネルギーに関する安全保障の重要性や地域における食料自給の必要性等が指摘されていま

す。 

 

（６）デジタル社会の進展 

コロナ禍におけるＤＸの普及も相まって、デジタル技術が急速に進展し、次世代高速通信網 

（５Ｇ）や人工知能（ＡＩ）、ＳＮＳ等のプラットフォーム、クラウドサービス、自動運転、オン

ライン・キャッシュレス化等が、社会生活や企業活動等において不可欠な社会基盤となり、その

領域が拡大しています。これにより、人々の情報収集、コミュニケーション、企業や個人の経済

活動に大きな変化と影響が生じつつあります。 

また、ＡＩが爆発的な進化を続けており、大規模言語モデルによる汎用モデルの開発が進展す

る一方、新たな技術も登場しており、技術変革の可能性が高まっています。さらに今後進化する

ことで、あらゆるデジタル分野に浸透・連携し、デジタル社会を支える基盤的要素となることが

期待されます。 

 

（７）高速交通網の進展と日本中央回廊の形成 

中部・近畿両圏においては、新東名高速道路・新名神高速道路の開通によるダブルネットワー

クが概成するなど、高速道路の機能強化が進んでいます。今後、新たな広域幹線道路の進捗や、

リニア中央新幹線の全線開業も相まって、東西・南北方向の広域交通連携軸が強化され、広域交

通ネットワークの充実が図られることとなります。 

また、現在、先行区間（品川～名古屋間）で建設工事が進められているリニア中央新幹線は、

将来の日本を支える新たな国土の大動脈として、３大都市圏を約１時間で結びます。この圧倒的

な時間短縮効果により、人口約７，０００万人の世界をリードする巨大経済圏「日本中央回廊」

が形成され、経済・産業・文化等の対流・融合による新たなイノベーションの創出や交流・連携

の強化が期待されています。さらには、リニア効果を最大限に発揮するため、早期の全線開業に

加え、広域連携の視点を持ったまちづくりが求められています。  
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５ 亀山市の現状と取り巻く状況の変化 
 

本計画の策定に当たり、本市の現状と留意すべき主な市を取り巻く環境の変化を次のとおり整理

します。 

 

（１）本市の沿革 
 
①自然的・地理的特性 

本市は、三重県の北中部に位置し、南は津市、東は鈴鹿市、西は伊賀市、北は滋賀県甲賀市

に接しており、総面積は１９１.０４km²で、三重県内の主要都市である津市や四日市市、鈴鹿

市からは２０ｋｍ圏内、名古屋市からは約５０ｋｍ、大阪市からは約１００ｋｍに位置してい

ます。 

また、本市の北西部には、標高５００ｍから９００ｍ前後の鈴鹿の山々が南北に走り、そこ

から東方面にかけては、傾斜面の丘陵地や台地が形成され、伊勢平野へと続いており、中央部

には、加太川や安楽川を支流とする鈴鹿川と中ノ川が東西に流れ、伊勢湾へと注いでおり、農

業水利等の源となっています。 

 

➁社会的・経済的特性 

本市は、我が国の中央部、中部と近畿の結節点に位置し、また伊勢方面への分岐点でもある

ことから、古くから交通の要衝として栄えてきました。中でも近世になってからは、東海道の

宿場町として、また、亀山城を中心とした城下町として歴史的に重要な役割を果たしてきまし

た。特に「関宿」は、江戸時代の町並みが現在も良好に保存されており、国の重要伝統的建造

物群保存地区にも選定され、地域の文化や歴史を感じることができます。 

さらに、近代に入ると、関西鉄道（現関西本線）と参宮鉄道（現紀勢本線）が相次いで開通

し、これら両線が分岐する鉄道のまちとして本市は発展してきました。 

一方、道路については東海道が国道１号として整備された後、東名阪自動車道、近畿自動車

道伊勢線、新名神高速道路が整備され、国道１号や名阪国道とも結節し、名阪間の交通アクセ

スに優れた立地が地域の発展を支えています。 

 

（２）地域幸福度指標から見る本市の位置 
 

地域幸福度指標は、客観指標と主観指標のデータをバランスよく活用し、市民の「暮らしやす

さ」と「幸福感（Well-Being）」を指標で数値化・可視化したものであり、ウェルビーイング調査

に基づく主観データ及び暮らしやすさの客観データにより、本市の特徴を俯瞰的に捉えることが

できます。 

なお、デジタル庁のダッシュボードを活用し、全国の調査結果に基づきデータを偏差値化した

結果は次のとおりです。 

 

〇客観データの偏差値においては、雇用・所得、住宅環境、自然の恵み、自己効力感、

都市景観等のカテゴリーにおいて、他の自治体と比較して高い評価となっています。 

○主観データの偏差値においては、自然の恵み、住宅環境、文化・芸術、健康状態、自

己効力感、地域とのつながり等のカテゴリーにおいて、他の自治体と比較して高い評

価となっていいます。一方、雇用・所得、事業創造、医療・福祉、買物・飲食、移動・

交通、遊び・娯楽が他の自治体と比較して低い評価となっています。 

○客観データに比べ主観データが低いカテゴリーとして、買物・飲食、遊び・娯楽、雇

用・所得、医療・福祉、事業創造、移動・交通、都市景観が挙げられます。 

○客観データ、主観データ共に高い評価となっている、自然の恵みや住宅環境、自己効

力感は本市の強みとして捉えられます。 
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図１ 亀山市における地域幸福度（Well-Being）指標のダッシュボード 

 

【出典】一般社団法人スマートシティ・インスティテュート「地域幸福度（Well-Being）指標」 

2024 年度版（令和 6 年度版）Well-Being 個別調査 

 

注：凡例について 

客観データ ・客観データとは、国や自治体が公的に集めた統計情報など、事実に基づいて収集された

データのことをいう。 

・例えば、人口当たりの施設数、ごみのリサイクル率、失業率、犯罪件数、健康寿命とい

ったデータがこれに含まれる。 

主観データ ・主観データとは、「自分の暮らしにどれだけ満足しているか」「この地域に住み続けたい

と思うか」といった住民の意識を、アンケートやインタビュー等を通じて得たデータの

ことをいう。 

・例えば、「地域の安全性に満足している」「子育てしやすいと感じる」「将来もこのまちに

住みたいと思う」等の回答結果が主観データとなる。 

※指標については、データを偏差値で数値化することで、全国の他の地域との比較を可能としています。また、客観

データ・主観データの両方を比較することで、地域の“実態”と“住民の実感”の両面からの分析を可能としてい

ます。 
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注：ウェルビーイング調査における指標について 

 

 

 

 

 

 
 

 
【出典】「デジタル田園都市国家構想実現に向けた地域幸福度指標の活用（デジタル庁ホームページより）」 

主観（ウェルビーイング）評価指標 ～ 全５０問 

市区町村版 暮らしやすさ客観指標のカタログ 
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（３）人口動向 
 

本市の人口は、平成２２年の５１,０２３人をピークに減少に転じ、令和２年には４９,８３５

人と５万人を割り込みました。 

社人研人口推計では、今後も人口減少傾向は続き、令和３２(２０５０)年の人口が４３,１３１

人と、令和２年からの３０年間で約６,７００人が減少する見通しです。 

一方、人口は緩やかに減少しているものの、世帯数は増加傾向にあります。 

また、少子高齢化の進行により、死亡数が出生数を上回る自然減が続く一方で、令和元年以降

は、転入者が転出者を上回る社会増が継続しており、総じて人口減少の度合いが抑制されていま

す。 

また、地区別の人口は、総人口が減少に転じた平成２８年と令和７年を比較すると、井田川・

川崎地区で増加している一方、その他の地区では減少しており、人口の地域格差が広がっていま

す。また、野登・白川・坂下・加太地区では、人口減少率が１５％を上回っており、他の地区と

比べ人口減少が速いペースで進行しています。 

 

図２ 人口・世帯数の推移 

 

資料 人口：国勢調査、三重県月別人口調査、世帯数：住民基本台帳人口（各年１０月１日現在） 
 

図３ 人口の自然増減数と社会増減数の推移 

 ＜自然増減数＞                ＜社会増減数＞ 

 

資料 住民基本台帳人口（各年） 
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図４ 地区別人口の推移 

（単位：人） 

 
 

資料：住民基本台帳人口（各年４月１日現在） 
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（４）経済動向 
 

市内総生産の推移を見ると、全体としては、平成２６年度までは減少傾向が続いていましたが、

その後は回復し、コロナ禍を経ながらも増加傾向が続いています。 

産業別に見ると、第１次産業は平成２４年度の１７億円が最大で、令和４年度には１２億円に

まで減少しています。また、第２次産業については、平成２３年度から平成２６年度にかけて大

きく生産額を下げたものの、その後は回復基調にあり、令和４年度には２,７０７億円にまで伸

びています。さらに、第３次産業については、平成２３年度から令和４年度にかけて概ね    

１,１００億円前後の横ばいで推移しています。 

 

図５ 産業別生産額の推移 

 
資料 三重県の市町民経済計算（令和４年度） 

 

図６ 産業別生産額伸び率の推移（平成 23 年度＝100 とした指数） 

 

資料 三重県の市町民経済計算（令和４年度） 
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（５）財政動向 
 
一般会計の歳入決算総額は、令和元年度までは約２１０億円で推移していましたが、令和２年

度はコロナ禍の緊急財政措置等の影響から約２７６億円まで増加しています。その後は減少傾向

にあり、令和６年度には約２３２億円となっています。 

歳入のうち、市税等の自主財源額はほぼ横ばいで推移し、令和６年度は約１２２億円となって

います。また、歳入決算総額に占める自主財源比率は、コロナ禍以前は６０％前後で推移してい

ました。コロナ禍以降は一時５０％を下回りましたが、その後は回復基調にあります。 

一方、歳出においては、人件費や扶助費等の義務的経費は、令和元年度までは１００億円以下

で推移していましたが、歳入決算総額と同様に令和２年度以降は１割以上増加しています。 

 

図７ 歳入決算総額及び自主財源額の推移 

 
資料 財務課（各年度） 

 

図８ 歳入決算総額及び義務的経費の推移 

 

資料 財務課（各年度） 
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（６）本市を取り巻く環境の変化 
 
①人口減少・少子高齢化の進行 

本市の総人口は、三重県月別人口調査結果によると、平成２２年をピークに減少し、令和６

年１０月１日時点の総人口は４９,３７０人で、死亡数が出生数を上回る自然減が続いている

ことが要因で、ピーク時から１,６００人を超える減少となっています。また、住民基本台帳人

口による人口比率を見ると、総人口ピーク時と比べ年少人口比率が０．７ポイント減の１３.

１％と微減となっている一方、老年人口比率は５.９ポイント増の２７.６％と、全国の動向と

同様に高齢化は進行していますが、三重県内１４市の中で老年人口比率が鈴鹿市に次いで２番

目に低くなっています。 

さらに、社人研人口推計によれば、今後も人口減少・少子高齢化が進行し、２０年後の   

２０４５年には、総人口が４５,０００人を下回り、年少人口比率が１１.３％、老年人口比率

が３５．０％と予想されていますが、現在、三重県内１４市の中で、年少人口比率は最も高く、

平均年齢は四日市市に次いで２番目に低くなっており、将来的にも人口減少スピードは、緩や

かなものと見込まれています。 

一方、令和６年１０月１日時点の住民基本台帳人口による世帯数は２２,４３５世帯で、一人

暮らしや核家族世帯の増加により、人口がピークであった平成２２年と比較し１０％以上増加

しています。 

緩やかに人口減少・少子高齢化が進行する中、今後は、若者・子育て世代を中心とした移住

等による転入者の増加を図り、人口減少の抑制とバランスの取れた人口構造の確保に加え、都

市活力の向上や郊外部を含めた各地域での暮らしやすさの確保が求められます。 

 

②中心的都市拠点の機能強化と都市インフラの強靭化 

令和４年１０月にＪＲ亀山駅周辺における市街地再開発事業（組合施行）が完成し、市立図

書館の移転によるにぎわいの創出や共同住宅の整備による居住人口の増加等により、中心的都

市拠点の機能強化につながっています。一方、現時点でＪＲ亀山駅周辺への商業機能の立地は、

未だ十分ではない状況にあることから、当該駅周辺を建設予定地に決定した新庁舎との連携も

見据えつつ、さらなる中心的都市拠点の機能強化に向けた官民が連携した取り組みが期待され

ます。 

また、市北東部を中心に、居住誘導区域及び用途地域の区域外における宅地開発や商業施設

の立地が進行していることから、コンパクト・プラス・ネットワークの都市形成に向け、都市

の拠点性強化やまとまりのある居住地の形成を促進する必要があります。 

一方、高度成長期に整備された社会資本の老朽化が急速に進行することが懸念される中、本

市も、橋梁や上下水道等の計画的な保全・整備を進めてきました。今後も、市民生活の安全性・

利便性の確保や、発生が危惧される巨大地震等の事前防災の観点から、計画的な維持管理と老

朽化対策等による都市インフラの強靭化が急がれます。 

 

③豊かな自然環境と鈴鹿川等源流域の保全 

鈴鹿山系等は、都市景観の形成をはじめ、鈴鹿川等の源流域から流域全体に豊かな恵みをも

たらし、市民生活を支える貴重かつ重要な地域資源です。本市は、「鈴鹿川等源流域の自然環境

と歴史的資源を守り継ぐ条例」の制定など、豊かな自然資源や生態系を保全・活用する取り組

みを関係団体と連携・協働しながら推進してきました。今後も持続的で広がりのある活動を展

開し、次代へ継承していく必要があります。 

一方、これらの地域資源を保全・活用する農林業従事者の担い手が減少し、農地や森林の多

面的機能の低下や耕作放棄地の増加が危惧されるとともに、獣害被害の拡大等により、生産活

動に支障が生じている状況にあります。 
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④健康まちづくりの推進による健康文化の醸成 

健康都市連合加盟都市である本市は、コロナ禍における市民の健康に対する行動変容を一過

性のものとせず、「かめやま健康都市大学」の創設によるヘルスリテラシーの向上や、健康マイ

レージによるヘルスプロモーションの展開、地域医療・救急医療体制の充実、食生活の改善、

フレイル予防、予防接種費用助成・口腔ケアの充実など、健康都市政策を積極的に推進してき

ました。これらの取り組みにより、市民の健康意識が高まり、健康都市としての健康文化が醸

成されつつあるため、今後も普及拡大が求められています。 

また、健康都市としてのＱＯＬの向上は、ＳＤＧｓやウェルビーイングの理念にも通じるも

のであり、健康のみならず、環境・文化・教育など、幅広い分野からの取り組みが必要となり

ます。そのため、そうした仕組みや横断的な取り組みのさらなる推進が求められます。 

 

 

⑤産業集積やリニア中央新幹線の誘致等による交通拠点性の向上 

地理的優位性や交通アクセス性等の地域特性を生かし、市内民間産業団地への積極的な企業

誘致等により多様な産業集積を促進し、内陸工業都市としての進展を図ってきました。しかし、

亀山・関テクノヒルズの分譲地が完売し、工業用地の不足等による新たな産業基盤の確保が急

がれており、将来性ある産業分野の立地促進が期待されます。 

一方、令和４年１１月、リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会において、県内駅の候

補地を本市内とする決議が行われ、四半世紀以上にわたる官民一体のリニア駅誘致活動は、新

たな段階に入りました。また、建設主体が名古屋以西区間の環境影響評価に着手するなど、整

備に向けた取り組みも着実に進められています。 

さらに、令和４年に国道３０６号「鈴鹿亀山道路」の事業化が決定し、国道３０６号へのイ

ンターチェンジの設置等とあわせて、広域幹線道路ネットワークの拡充が期待されています。 

こうした本市の今後のまちづくりに影響を及ぼす事業の動向を見据えつつ、さらなる交通拠

点性の向上により、働く場の創出や市街地の活性化など、都市機能の充実や魅力化の向上につ

なげていく必要があります。 

 

⑥切れ目のない子育て支援と教育環境の充実 

本市は、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点を中心に切れ目のない子育

て支援体制の充実を図ってきました。また、令和６年４月には、母子保健と児童福祉の機能を

一体化した機関として「亀山市こども家庭センター」を開設し、妊娠期からすべての妊産婦と

子ども、子育て世帯に対し効果的で切れ目のない一体的な支援を行っています。 

さらに、児童発達支援については、令和７年４月に民間の児童発達支援センターが開設され

たことに伴い、面的整備型児童発達支援体制を整備することで、個々のニーズに応じた支援の

充実が期待されます。 

一方、本市は、市内全小中学校における学校運営協議会を中心とした学校と地域が連携した

学校運営の推進、保幼認小連携による段差の少ない切れ目のない教育の実践、子どもの特性や

事情に配慮した個別最適な学びの機会の確保等により、子どもたちの豊かな学びを推進してき

ました。また、川崎小学校や井田川小学校の増・改築、普通教室等への空調設備の計画的な整

備等により、学びの環境の充実を図っています。 

こうした子育て支援や教育環境の充実は、本市への転入など「選ばれるまち」の大きな要素

であることから、気候変動の影響による平均気温の上昇への対応や多様化するニーズへの対応

等を含めた、さらなる充実が求められます。 
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➆感染症ショックからの克服と価値観の変化 

未曽有の感染症ショックに対し、関係機関や関係団体と連携しながら、迅速かつ的確に市を

挙げた総合対策を講じたことで、コロナ禍を克服し、市民生活の日常を取り戻すことができま

した。 

また、コロナ禍を通じて、ＧＩＧＡスクール構想の展開や行政手続きのオンライン化など行

政ＤＸの推進、防災情報伝達手法の整備等の取り組みが進んだ一方で、感染症による人と人と

のつながりの希薄化により、地域文化の継承や後継者の確保等において、地域力の低下や価値

観の変化が懸念されています。 

そのため、地域づくり活動が活発に展開されるよう、住民相互の連携による地域の安全・  

安心に取り組む地域まちづくり協議会や自治会等の活動を支援し、まちの活力を向上させてい

く必要があります。 

また、コロナ禍の経験を新たな感染症への備えやリスクマネジメントの教訓として捉え、危

機管理体制やレジリエンスの強化、健康づくり・地域医療における関係機関との連携など今後

の関連施策の展開に生かしていく必要があります。 

 

➇厳しさを増す財政運営と財政構造改革の推進 

本市の財政は、液晶関連産業の集積等により、平成１７年度から普通交付税の不交付団体と

なるなど、強固な財政基盤を形成してきましたが、平成２０年の世界的な経済不況等による市

税収入の落ち込み等を背景に、平成２３年度には普通交付税の交付団体に転じ、行政経営の大

きな転換点を迎えました。 

その後、令和元年度以降、コロナ禍を背景に膨らんだ国・地方の歳出やエネルギー価格・物

価の高騰に加え、継続的な義務的経費の上昇は、市の財政運営に大きな影響を及ぼし、事業の

再編や統廃合による歳出の削減が進んでいないことや、既存事業の拡張等の構造的課題と合わ

せ、財政調整基金残高の減少傾向が続いており、抜本的な財政構造の立て直しが急務となって

います。 

こうした背景を踏まえ、今後の扶助費等の伸びや公共施設の更新等を勘案し、令和６年５月

には、「財政構造改革骨太方針２０２４」を策定し、さらなる歳出削減と歳入確保の取り組みを

短期集中的に進めているところであり、厳しい財政状況からの早期回復が求められています。 
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６ 市民意向 

 
令和６（２０２４）年度に実施した、市民アンケート（１８歳以上市民）調査、小学生・中学生・

高校生アンケート調査、各種ヒアリング調査、ワークショップ等から、市民意向を整理します。 

 

①住みやすさ 

○市民の６割以上が亀山市は「暮らしやすい」と評価しています。 

 

図９ 亀山市は暮らしやすいか（住みやすさを感じるか） 

 

資料 令和６年度アンケート調査（市民、小学生、中学生、高校生） 

 

②将来の定住意向 

○市民の８割以上が「住みたいと思う」と回答しています。また、本市に住みたい理由では、

市民、学生とも「自然の豊かさや多さ」に対する評価が高く、学生では、「人のやさしさ」に

関する評価も高くなっています。 

 

図１０ 将来の居住意向（住み続けたいか） 

 
資料 市民アンケート調査 
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③満足度と重要度 

○自然環境の豊かさ、安全でおいしい水道水、生活排水処理、高速道路網については、継続し

て満足度が高く、ＪＲ亀山駅前に整備した図書館に対する満足度の向上がみられます。一方、

公共交通、余暇・飲食、産学官民連携に関する項目は低評価となっています。 

 

○今後の取り組みの重要度では、消防・救急、防災、防犯といった安全・安心に関する項目や

安全でおいしい水道水の供給、生活排水の適切な処理、医療機関の充実といった生活環境に

関する項目の重要度が高くなっています。一方、リニア誘致の機運の高まりに加え、外国人

住民との交流やボランティア活動の活発化、地域の個性の尊重といった市民協働に関する項

目、芸術・文化の充実等の項目の重要度が低くなっています。 

 

○満足度が低く、重要度が高い項目は、公共交通や福祉、防犯、医療等となっています。 

 
表１ 現状の評価（満足度） -上位５・下位６- 

 分野 質問項目 満足度 

【上位５】 

ベスト５ 

【環境創造】 自然環境が豊かである 1.12 

【都市形成】 安全でおいしい水道水が供給されている 1.00 

【環境創造】 生活排水が適切に処理されている 0.91 

【学び・子育て】 図書館が充実している 0.78 

【交通網】 高速道路網が整備されている 0.74 

 

 分野 質問項目 満足度 

【下位６】 

ワースト６ 

【交通網】 バスが便利である -1.26 

【交通網】 鉄道が便利である -1.10 

【交通網】 乗合タクシーが便利である -1.05 

【産業振興】 外食や宴会等を行う場所が充実している -1.04 

【産業振興】 企業、大学、市民、行政による連携した取組が進められている -1.01 

【産業振興】 余暇を過ごす場所が充実している -1.00 

資料 令和６年度市民アンケート調査 

 
 

表２ 今後の取組の重要度 -上位５・下位５- 

 分野 質問項目 重要度 

【上位５】 

ベスト５ 

 

【都市形成】 緊急時の消防・救急体制が整っている 1.71 

【都市形成】 安全でおいしい水道水が供給されている 1.66 

【都市形成】 防災や災害時の対策が整っている 1.64 

【都市形成】 犯罪を防ぐ対策が整っている 1.62 

【健康・・医療・・福祉】 医療機関が充実している 1.58 

【環境創造】 生活排水が適切に処理されている 1.58 

 

 分野 質問項目 重要度 

【下位５】 

ワースト５ 

【交通網】 リニア市内停車駅の誘致の機運が高まっている 0.25 

【市民協働】 外国人住民との交流が活発に行われている 0.46 

【市民協働】 ボランティア活動が活発に行われている 0.68 

【文化振興】 芸術や文化に関わる機会が充実している 0.68 

【市民協働】 地域の個性が尊重されている 0.69 

【学び・子育て】 公民館などの施設や行事内容が充実している 0.70 

資料 令和６年度市民アンケート調査 
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図１１ 満足度指数と重要度指数 散布図 

 

  

資料 令和６年度市民アンケート調査 
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④ワークショップ等での市民意向 
 

令和７（２０２５）年度に実施した、カメトーク（１８歳～３９歳市民対象）、市民フォーラム

（１５歳以上の市民からの事前の意見聴取及び参加者対象）でいただいたご意見を以下のように整

理します。 

 

カメトーク（若者（１８歳～３９歳の市民）からの意見聴取） 

【亀山の居心地の良さ】 

○豊かな自然や自動車による交通の便の良さ、公園等の遊ぶ場の充実が評価されているのに加え、

本市の静かで落ち着く環境や人のやさしさが評価されています。 

【亀山の居心地の悪さ】 

○自然を生かしきれていない状況や、公共交通における交通の便の悪さ、医療・店舗の少なさに

加え、イベントや行政サービス等の様々な情報が届かないことが挙げられています。 

【１０年後の亀山はこうなって欲しい】 

○豊かな自然を生かすことや、教育への支援、学習環境の充実、子育て環境の充実、亀山らしさ

の確保、本市の知名度と魅力の向上に向けた取り組みの充実等が挙げられています。 

 

図１２ 「１０年後の亀山市はこうなって欲しい」に対する主な意見 

 

資料 亀山の未来を考える「カメトーク」 令和７年４月１２日より  

◆ １０年後の亀山はこうなって欲しい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口増 

●人口減少を食い止める 
●土地の購入をもっと円滑に 

 
電車を増やして 

●電車が３０分に１本はほしい 

 

知名度アップ・魅力アップ 
●“映えスポ”が増え、観光客を増やす 

●関地区をもっと推して、県外の人を呼び込んで 
ほしい、名物つくる？ 

●亀山市といえばこれ！という観光地や商業施設 
●亀山市といえば！施設が欲しい 
●古民家をカフェとして活用・ＰＲしてほしい 
●ジビエを売り出していってほしい 

 おもいやり 

●おもいやりであふれた亀山がいい 

今のままで 

●人は増えてほしいけど、 
治安の良さはそのままがいい 

●今の亀山のまま、サービスを充実させてほしい 
●発展はしてほしいが、 
自然の豊かさは残してください 

住みやすい 

●自然豊かのまま、 
住みやすい町になってほしい 

●医療機関の充実 
 

子育てしやすい 

●子育てしやすい、 
より生活しやすい町になってほしい 

●子育て情報サイトの知名度を高めてほしい 
●子どもが増えて学校が増えて欲しい 
●少子化なのに保育に入りづらいと聞くので 
入りやすいようにしてほしい 

●こども医療費や授業料の無償化の補助 
●補助を強化してほしい 

 

 

個性 亀山らしさ 
●独自に発展してほしい 
他の町がこうだから…、 
ＳＮＳで映えるから…、 
ではなく、亀山らしさで 

 

活気あふれる 
●大きな企業ができ、良い就職先が増えるとよい 

●リニア駅周辺に観光地、ショッピングモールなど
ができたら… 
●リニアや買い物に行けるところが増えて活気の
あるまち 
●コストコができて欲しい 
●人の行き来がしやすく、活気あふれるまちになっ
てほしい 

人が集まる場所がほしい 
●図書館など落ち着ける場所がほしい 
●もっと他地域の人に 
図書館の良さが伝わっててほしい 

●友だちと集まれる場所がある 
●人を呼ぶことができる場所に 

教育への支援 

●学校教育 
：外国にルーツのある子どもの支援充実 

●先生のモチベを上げる 
：先生が楽しいとこどもも楽しい 

●自然を活かした授業を 

行きたくなる学校に 

●学校を良くする（行きたくなる学校） 
●学校には行ってほしい 
●学校に行かせないといけないのか？ 
（選択肢を増やす） 

●大人の働き方も選択肢を広げる 
（リモートなどの選択肢） 

●多様な働き方ができる企業を誘致 
（子どもに多様性を示す） 

 
 
 
 

 

 

安全・安心なまちに 

●安全・安心なまち 
●自転車通学の人でも 
危なくないように、 
街灯を多くしてほしい 

●街灯を増やしてほしい 

 
自然を活かす 

●自然の資源を再エネに利用、 
かつ税収UPにつなげる 

 
●情報を届ける 

AI コンシェルジュをつくる。情報を必要なところへ 
●＝Ａグループ（18～25歳） 

●＝Ｂグループ（27～33歳） 

●＝Ｃグループ（35～39歳） 
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市民フォーラム（１５歳以上の市民からの事前の意見聴取） 

【１０年後の亀山市のまちの姿】 

○豊かな自然の確保や暮らしやすさの充実、公共交通の便の確保、子育て環境の充実等が挙げら

れています。 

 

市民フォーラム（１５歳以上の市民（フォーラム参加者）からの意見聴取） 

【１０年後の亀山市のまちの姿】 

○自然環境の保全・活用や亀山市の魅力の発信、公共交通の利便性向上、娯楽の拠点・場所の整

備、地域・団体間のつながりの確保等が挙げられています。 

 

図１３ 「１０年後の亀山市のまちの姿」に対する主な意見 

 
資料 次期総合計画策定に向けた「市民フォーラム」 令和７年５月２５日より 
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７ 今後のまちづくりの課題 
 

本市を取り巻く環境や市民意向から見る、今後のまちづくりの主な課題を次のとおり整理します。 

 

①まちのにぎわいと多様な働く場の創出 

本市が持つ様々な地域資源や地域特性を生かしながら、新たな産業集積や魅力的な雇用を創出

するとともに、リニア中央新幹線三重県駅の誘致による広域交通網のさらなる充実を図り、商工

業や観光、農業等を生かしたまちのにぎわいや魅力づくりにつなげていく必要があります。 

 

➁子育てと教育のさらなる充実 

子育て環境や教育環境は、市民の暮らしやすさやウェルビーイングの向上に加え、「選ばれる

まち」としての大きな要素となることから、豊かな自然環境、人のやさしさ、地域のつながりの

強さなど、本市の特性を生かしながら、子育てと教育のさらなる充実を図っていく必要がありま

す。 

 

③まちを支える自然環境の活用 

鈴鹿川等源流域の森林・水系を守り支える活動を活発化することとあわせて、自然と身近にふ

れあえる空間に価値を見出している人々との交流を促したり、自然と共生しながら新たな産業や

雇用を創出したりするなど、自然環境が備える機能を都市の魅力づくりに有効に活用していく必

要があります。 

 

④心豊かな暮らしの実現とまちへの愛着の醸成 

生涯を通じた健康づくりを展開するとともに、様々な課題を抱える市民には、共助・公助が補

完し合いながら、地域全体で医療や福祉等のセーフティネットを強化していく必要があります。

また、スポーツ、文化活動など、様々な場面で市民が生き生きと過ごせる場づくりが必要であり、

こうした取り組みにより、市民の自分らしい生き方や心豊かな暮らしを下支えし、まちへの愛着

や誇りを醸成していく必要があります。 

 

⑤住みやすい生活環境の整備 

鉄道、バス等の公共交通、買物や飲食、遊び・娯楽についての評価が低いため、その改善を図

るとともに、子どもたちの遊び場や若者が集う場の確保、犯罪や災害からの安全性の確保、各地

域の特性に応じた暮らしやすさの確保など、住みやすいまちの条件となる生活環境の整備に取り

組んでいく必要があります。 

 

⑥人のやさしさを生かした多様な連携による地域の活性化 

人と人とのつながりを大切にした、これまでの市民参画や地域まちづくり協議会、自治会等に

よる地域の安全・安心の確保に向けた協働によるまちづくりを定着させていきながら、生涯学習

による学びの機会の充実や、様々なノウハウを持つ企業・大学等との連携も加え、地域課題の解

決や新たな価値の創出、地域の活性化につなげていく必要があります。 

 

⑦持続可能な発展を下支えする行政経営の推進 

物価等の高騰に加え、義務的経費の上昇は、今後も継続することが予測され、さらなる財政状

況の悪化が市民サービスに影響を及ぼすことが懸念される一方、持続可能な都市の発展に向け、

魅力的で活力のある都市形成を図るため、将来を見据えた安定的な財政運営に向けた財政構造の

確立と、効率的で効果的な市政運営に努める必要があります。 
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